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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影するための電子カメラであって、撮影光学系により撮影画面内の被写体を
撮影し、画像データを生成する撮像手段と、前記被写体が保持する電子機器との間で交信
を行うことにより該電子機器から被写体に関連する被写体情報を収集する情報収集手段と
、前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付ける関連付け手段とを備え、前記情報
収集手段は、前記被写体が保持する電子機器との間で無線交信を行い、電波信号を用いて
相手の電子機器と交信するとともに、前記電波信号の送信出力レベルを限定することによ
り無線交信範囲を前記電子カメラから所定距離範囲内に制限することを特徴とする電子カ
メラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、電波信号を用いて相手の
電子機器と交信するとともに、前記電波信号の送信出力レベルを前記被写体までの距離に
応じて変更することを特徴とする電子カメラ。
【請求項３】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記被写体までの距離が
大きくなるにつれて前記電波信号の送信出力レベルを大きくすることを特徴とする電子カ
メラ。
【請求項４】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、電波信号を用いて相手の
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電子機器と交信するとともに、前記電波信号の送信出力レベルを前記撮影光学系の焦点距
離に応じて変更することを特徴とする電子カメラ。
【請求項５】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記撮影光学系の焦点距
離が大きくなるにつれて前記電波信号の送信出力レベルを大きくすることを特徴とする電
子カメラ。
【請求項６】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、被写体が存在する確率が
高い方向に強い無線交信の指向性を有することを特徴とする電子カメラ。
【請求項７】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記撮影光学系の光軸に
沿った撮影方向に強い無線交信の指向性を有することを特徴とする電子カメラ。
【請求項８】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記被写体が保持する電
子機器の操作により起動し、該電子機器から被写体に関連する被写体情報を収集すること
を特徴とする電子カメラ。
【請求項９】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、予め定められた電子機器
からは被写体情報を収集しないことを特徴とする電子カメラ。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電子カメラにおいて、前記予め定められた電子機器は、前記電子カメ
ラを操作する撮影者が所持している電子機器であることを特徴とする電子カメラ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記撮像手段が被写体を
撮影するタイミングの近傍のタイミングに前記被写体が保持する電子機器との間で交信を
行うことにより該電子機器から被写体に関連する被写体情報を収集することを特徴とする
電子カメラ。
【請求項１２】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記撮像手段が被写体を
撮影するタイミングとは無関係なタイミングに手動により動作起動し、前記被写体が保持
する電子機器との間で交信を行うことにより該電子機器から被写体に関連する被写体情報
を収集することを特徴とする電子カメラ。
【請求項１３】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記撮像手段による複数
回の撮影動作に対し１回起動し、前記被写体が保持する電子機器との間で交信を行うこと
により該電子機器から被写体に関連する被写体情報を収集することを特徴とする電子カメ
ラ。
【請求項１４】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記電子カメラは前記撮像手段により被写体を
連続撮影する連写モードを備えるとともに、前記連写モードにおいては前記情報収集手段
の動作を禁止する禁止手段を備えることを特徴とする電子カメラ。
【請求項１５】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記被写体が保持する電
子機器との間で複数種類の無線方式により無線交信を行うことを特徴とする電子カメラ。
【請求項１６】
　被写体を撮影するための電子カメラであって、撮影光学系により撮影画面内の被写体を
撮影し、画像データを生成する撮像手段と、前記被写体に関連する被写体情報を収集する
情報収集手段と、前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付ける関連付け手段とを
備え、前記関連付け手段は、前記撮影画面内における前記被写体の位置を示す画面内位置
情報を検出するとともに、前記画面内位置情報により前記被写体情報を前記撮影画面内の
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位置に関連付け、前記電子カメラの位置を検出してカメラ位置情報を生成する測位手段と
、前記電子カメラの姿勢を検出してカメラ姿勢情報を生成する姿勢検出手段とを更に備え
、前記関連付け手段は、前記被写体が保持する電子機器との間で交信を行うことにより該
電子機器から被写体に位置を表す被写体位置情報を収集するとともに、前記撮影光学系の
焦点距離と前記撮像手段の撮像サイズから求めた撮影画角情報と前記被写体位置情報と前
記カメラ位置情報と前記カメラ姿勢情報とに基づき前記被写体の撮影画面内での位置を示
す画面内位置情報を検出することを特徴とする電子カメラ。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の電子カメラにおいて、前記関連付け手段は、狭指向性の無線交信ア
ンテナで前記撮影画面内を走査しながら前記被写体が保持する電子機器との間で無線交信
を行うとともに、前記撮影画面内で前記電子機器と無線交信が成立した時の走査位置に基
づき前記被写体の撮影画面内での位置を示す画面内位置情報を検出することを特徴とする
電子カメラ。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の電子カメラにおいて、前記関連付け手段は、前記被写体が保持する
電子機器が備える赤外線点光源が発する赤外線を２次元赤外線センサにより受光するとと
もに、その受光位置を検出することにより前記被写体の撮影画面内での位置を示す画面内
位置情報を検出することを特徴とする電子カメラ。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の電子カメラにおいて、前記関連付け手段は、前記撮像手段が被写体
を撮影するタイミングの近傍のタイミングに前記画面内位置情報を検出することを特徴と
する電子カメラ。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の電子カメラにおいて、前記関連付け手段は、前記撮像手段が被写体
を撮影するタイミングとは無関係なタイミングに手動により動作起動し、前記画面内位置
情報を検出することを特徴とする電子カメラ。
【請求項２１】
　請求項１６に記載の電子カメラにおいて、前記関連付け手段は、前記画像データを画像
解析することにより撮影画面内での被写体位置を解析し、前記撮影画面内における前記被
写体の位置を示す画面内位置情報を検出することを特徴とする電子カメラ。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記被写体の画像デー
タに類似した類似画像データを検索するとともに、検索された類似画像データに付加され
た被写体情報を抽出するとともに、前記関連付け手段は、前記画像解析で求めた画面内位
置情報により前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付けることを特徴とする電子
カメラ。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、前記画像データを画像
解析することにより被写体を特定し、特定された被写体に関する被写体情報をネットワー
ク上の情報源からネットワーク通信により取得するとともに、前記関連付け手段は、前記
画像解析で求めた画面内位置情報により前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付
けることを特徴とする電子カメラ。
【請求項２４】
　請求項１から請求項２３に記載の電子カメラにおいて、前記撮影画面内の位置に関連付
けられた前記被写体情報を前記画像データに付加して画像ファイルを生成し記憶する記憶
手段を備えることを特徴とする電子カメラ。
【請求項２５】
　請求項１から請求項２３に記載の電子カメラにおいて、前記画像データを表示画面に表
示する画像表示手段と、前記画像データが表示された前記表示画面上での位置を指定する
位置指定手段と、前記位置指定手段により指定された位置に対応する撮影画面内の位置に
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関連付けられた被写体情報を表示する情報表示手段とを備えることを特徴とする電子カメ
ラ。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の電子カメラにおいて、前記位置指定手段は前記表示画面上に設置さ
れた光透過性のある位置指定用のタッチタブレットを有し、前記表示画面に表示された被
写体をユーザが指または他の部材で指定すると、該指定された位置を前記タッチタブレッ
トにより検出し、該検出位置に応じて前記表示画面での位置を指定することを特徴とする
電子カメラ。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の電子カメラにおいて、前記被写体情報は前記被写体に関する詳細な
情報を蓄積したネットワーク上の情報源のアクセス情報を含むとともに、前記情報表示手
段は、前記被写体情報が含むアクセス情報が示すネットワーク上の情報源からネットワー
ク通信により前記被写体に関する詳細な情報を取得し、取得した情報を表示することを特
徴とする電子カメラ。
【請求項２８】
　請求項２５に記載の電子カメラにおいて、前記画像表示手段と前記情報表示手段は共通
の表示画面を使用するとともに、前記情報表示手段は前記被写体情報を前記表示画面に表
示する際に、前記表示画面の一部の領域に縮小した画像データを表示することを特徴とす
る電子カメラ。
【請求項２９】
　請求項１から請求項２８に記載の電子カメラにおいて、前記被写体情報は音声情報を含
むことを特徴とする電子カメラ。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の電子カメラにおいて、前記情報収集手段は、撮影時に前記撮影画面
内の被写体から狭指向性マイクを用いて被写体の発する音声情報を取得するとともに、前
記関連付け手段は、前記狭指向性マイクの指向性の高い方向に応じて求めた画面内位置情
報により前記音声情報を前記撮影画面内の位置に関連付けることを特徴とする電子カメラ
。
【請求項３１】
　撮影画面内の被写体を撮影した画像データと、前記被写体の前記撮影画面内の位置に関
連付けられた情報であって、前記被写体に関連する情報である被写体情報とを格納した画
像ファイルを読み出す読出手段と、前記画像ファイルに含まれる画像データを表示画面に
表示する画像表示手段と、前記画像データが表示された前記表示画面での位置を指定する
位置指定手段と、前記位置指定手段により指定された位置に対応する撮影画面内の位置に
関連付けられた被写体情報を表示する情報表示手段とを備える画像表示装置において、前
記位置指定手段は前記表示画面に対するユーザの視線位置を検出する視線検出手段である
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の画像表示装置において、前記被写体情報は前記被写体に関する詳細
な情報を蓄積したネットワーク上の情報源のアクセス情報を含むとともに、前記情報表示
手段は、前記被写体情報が含むアクセス情報が示すネットワーク上の情報源からネットワ
ーク通信により前記被写体に関する詳細な情報を取得し、取得した情報を表示することを
特徴とする画像表示装置。
【請求項３３】
　請求項３１に記載の画像表示装置において、前記画像表示手段と前記情報表示手段は共
通の表示画面を使用するとともに、前記情報表示手段は前記被写体情報を前記表示画面に
表示する際に、前記表示画面の一部の領域に縮小した画像データを表示することを特徴と
する画像表示装置。
【請求項３４】
　撮影光学系を備えた撮像装置により撮影した画像データを表示する画像表示方法であっ
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て、前記撮影装置により撮影画面内の被写体を撮影し、画像データを生成する撮像ステッ
プと、前記被写体が保持する電子機器との間で交信を行うことにより該電子機器から被写
体に関連する被写体情報を収集する情報収集ステップと、前記被写体情報を前記撮影画面
内の位置に関連付ける関連付けステップと、前記画像データを表示画面に表示する画像表
示ステップと、前記画像データが表示された前記表示画面での位置を指定する位置指定ス
テップと、前記位置指定ステップにより指定された位置に対応する撮影画面内の位置に関
連付けられた被写体情報を表示する情報表示ステップとを備え、前記情報収集ステップに
おいては、前記被写体が保持する電子機器との間で無線交信を行ない、電波信号を用いて
相手の電子機器と交信するとともに、前記電波信号の送信出力レベルを限定することによ
り無線交信範囲を所定距離範囲内に制限することを特徴とする画像表示方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、電波信
号を用いて相手の電子機器と交信するとともに、前記電波信号の送信出力レベルを前記被
写体までの距離に応じて変更することを特徴とする画像表示方法。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、前記被
写体までの距離が大きくなるにつれて前記電波信号の送信出力レベルを大きくすることを
特徴とする画像表示方法。
【請求項３７】
　請求項３５に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、電波信
号を用いて相手の電子機器と交信するとともに、前記電波信号の送信出力レベルを前記撮
影光学系の焦点距離に応じて変更することを特徴とする画像表示方法。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、前記撮
影光学系の焦点距離が大きくなるにつれて前記電波信号の送信出力レベルを大きくするこ
とを特徴とする画像表示方法。
【請求項３９】
　請求項３４に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、被写体
が存在する確率が高い方向に強い指向性をもった無線交信を行うことを特徴とする画像表
示方法。
【請求項４０】
　請求項３９に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、前記撮
影光学系の光軸に沿った撮影方向に強い無線交信の指向性をもった無線交信を行うことを
特徴とする画像表示方法。
【請求項４１】
　請求項３４に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップは、前記被写体が保
持する電子機器に対して交信要求を出す要求ステップと、前記被写体が保持する電子機器
において該交信要求に対し応答するかしないかを判断する判断ステップと、前記判断ステ
ップで交信要求に対し応答すると判断した場合には前記電子機器から被写体に関連する被
写体情報を送信する情報送信ステップとからなることを特徴とする画像表示方法。
【請求項４２】
　請求項３４に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップは、前記被写体が保
持する電子機器に対して交信要求を出す要求ステップと、前記電子機器から被写体に関連
する被写体情報を送信する情報送信ステップと、前記電子機器において被写体情報を送信
したこと被写体に報知する報知ステップからなることを特徴とする画像表示方法。
【請求項４３】
　請求項３４に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップは、前記被写体が保
持する電子機器との間で複数の無線方式により無線交信を行うことを特徴とする画像表示
方法。
【請求項４４】
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　撮影光学系を備えた撮像装置により撮影した画像データを表示する画像表示方法であっ
て、前記撮影装置により撮影画面内の被写体を撮影し、画像データを生成する撮像ステッ
プと、前記被写体に関連する被写体情報を収集する情報収集ステップと、前記被写体情報
を前記撮影画面内の位置に関連付ける関連付けステップと、前記画像データを表示画面に
表示する画像表示ステップと、前記画像データが表示された前記表示画面での位置を指定
する位置指定ステップと、前記位置指定ステップにより指定された位置に対応する撮影画
面内の位置に関連付けられた被写体情報を表示する情報表示ステップとを備え、前記関連
付けステップは、前記撮像装置の位置を検出して撮影位置情報を生成する測位ステップと
、前記撮像装置の姿勢を検出して撮影姿勢情報を生成する姿勢検出ステップと、前記被写
体が保持する電子機器との間で交信を行うことにより該電子機器から被写体に位置を表す
被写体位置情報を収集するステップと、前記撮影光学系の焦点距離と前記撮像装置の撮像
サイズから求めた撮影画角情報と前記被写体位置情報と前記カメラ位置情報と前記カメラ
姿勢情報とに基づき前記被写体の撮影画面内での位置を示す画面内位置情報を検出するス
テップと、該画面内位置情報により前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付ける
ステップとからなることを特徴とする画像表示方法。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の画像表示方法において、前記関連付けステップは、狭指向性の無線
交信アンテナで前記撮影画面内を走査しながら前記被写体が保持する電子機器との間で無
線交信を行うステップと、前記撮影画面内で前記電子機器と無線交信が成立した時の走査
位置に基づき前記被写体の撮影画面内での位置を示す画面内位置情報を検出するステップ
と、該画面内位置情報により前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付けるステッ
プとからなることを特徴とする画像表示方法。
【請求項４６】
　請求項４４に記載の画像表示方法において、前記関連付けステップは、前記被写体が保
持する電子機器が備える赤外線点光源が発する赤外線を２次元赤外線センサにより受光す
るステップと、前記２次元赤外線センサの受光位置を検出することにより前記被写体の撮
影画面内での位置を示す画面内位置情報を検出するステップと、該画面内位置情報により
前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連付けるステップとからなることを特徴とす
る画像表示方法。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、前記被
写体の画像データに類似した類似画像データを検索するとともに、検索された類似画像デ
ータに付加された被写体情報を抽出するとともに、前記関連付けステップにおいては、前
記画像解析で求めた画面内位置情報により前記被写体情報を前記撮影画面内の位置に関連
付けることを特徴とする画像表示方法。
【請求項４８】
　請求項４７に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、前記画
像データを画像解析することにより被写体を特定し、特定された被写体に関する被写体情
報をネットワーク上の情報源からネットワーク通信により取得するとともに、前記関連付
けステップにおいては、前記画像解析で求めた画面内位置情報により前記被写体情報を前
記撮影画面内の位置に関連付けることを特徴とする画像表示方法。
【請求項４９】
　請求項４４から請求項４８に記載の画像表示方法において、前記撮影画面内の位置に関
連付けられた前記被写体情報を前記画像データに付加して画像ファイルを生成し記憶する
記憶ステップを備えることを特徴とする画像表示方法。
【請求項５０】
　請求項４４から請求項４９に記載の画像表示方法において、前記被写体情報は前記被写
体に関する詳細な情報を蓄積したネットワーク上の情報源のアクセス情報を含むとともに
、前記情報表示ステップにおいては、前記被写体情報が含むアクセス情報が示すネットワ
ーク上の情報源から前記被写体に関する詳細な情報を取得し、取得した情報を表示するこ
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とを特徴とする画像表示方法。
【請求項５１】
　請求項４４から請求項４７に記載の画像表示方法において、前記画像表示ステップと前
記情報表示ステップにおいては共通の表示画面を使用するとともに、前記情報表示ステッ
プでは前記被写体情報を前記表示画面に表示する際に、前記表示画面の一部の領域に縮小
した画像データを表示することを特徴とする画像表示方法。
【請求項５２】
　請求項４４から請求項５１に記載の画像表示方法において、前記被写体情報は音声情報
を含むことを特徴とする画像表示方法。
【請求項５３】
　請求項５２に記載の画像表示方法において、前記情報収集ステップにおいては、撮影時
に前記撮影画面内の被写体から狭指向性マイクを用いて被写体の発する音声情報を取得す
るとともに、前記関連付けステップにおいては、前記狭指向性マイクの指向性の高い方向
に応じて求めた画面内位置情報により前記音声情報を前記撮影画面内の位置に関連付ける
ことを特徴とする画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、所望の被写体を電子カメラにより撮影した電子画像データを記憶媒体に記憶す
るとともに、該記憶媒体から電子画像データを読み出し、該電子画像データを所定の画面
に再生表示する電子カメラ、画像表示装置、画像表示システムに関し、特に画像データを
再生表示した画面から画像データに関連した情報表示を行う電子カメラ、画像表示装置、
画像表示システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
旅行先等で、電子カメラで撮影した画像データをメモリーカードに記憶しておき、後にな
って該メモリーカードを装着した電子カメラの液晶表示画面や該メモリカードから画像デ
ータを転送したパソコンの画面で該画像データを再生表示して閲覧することが行われてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来の電子画像データの閲覧においては、再生表示された画像を鑑賞するの
みであって、画像を利用した閲覧以外の情報活用への展開が困難であった。
例えば画像を閲覧している最中に、画像に写されている歴史的建造物などについて知りた
いと思った場合には、一旦画像の閲覧を中止して百科事典で調べたり、インターネットで
検索したりしなければならなかった。また画像を閲覧している最中に、画像に写されてい
る人物の個人情報（氏名、趣味）などに興味が沸いても、その人物の個人情報をその場で
すぐに知ることはできなかった。
【０００４】
そこで本発明は、電子画像データを再生表示して閲覧している際に興味を持った画面中に
写っている被写体に関連する情報を、電子画像データの再生表示と連携して簡便かつ迅速
に閲覧できる電子カメラおよび画像表示装置および画像表示方法を提供することを目的と
する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明による電子カメラおよび画像表示装置および画像表示方
法においては、画面内における被写体の位置に関連付けられた前記被写体の関連情報を電
子画像データに付加して記憶しておくとともに、前記電子画像データを再生表示した際に
は、画面内の位置に応じて前記被写体の関連情報を表示することを特徴とする。
【０００６】
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【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態の概
念図であって、電子カメラは撮影範囲内にある被写体を撮影するとともに、無線交信によ
りカメラ近傍にある被写体および情報源より関連情報を入手する。また被写体の関連情報
は撮影画面内の被写体の位置に対応付けられ、その他の関連情報とともに撮影された画像
データに付加されて画像ファイルとなる。
【０００７】
画像ファイルを再生する場合には、まずホーム画面として撮影された画像データが再生表
示される。次にホーム画面において画面内の位置を指定することにより、その位置に再生
表示された被写体に関する関連情報が画面に表示される。表示された関連情報からさらに
その情報にリンクする関連情報を表示することができる。
【０００８】
図２は本発明を適用した電子カメラと該電子カメラを利用した電子画像通信システムの概
念図である。図１において、電子カメラ１００はメモリカードを備え、所定サイズの撮影
画面内に入る被写界を撮影した電子画像データまたはデジタル画像データ（以下画像デー
タと呼ぶ）をメモリカードに保存する。また電子カメラ１００は近距離無線通信機能（例
えば交信可能範囲が半径１０ｍ程度のブルーツース）を備え、同じく近距離無線通信機能
を備えた携帯電話１６０と交信する。この携帯電話１６０は電子カメラ１００の被写体と
なる人物が所持していることが想定されており、この携帯電話１６０にはユーザの個人情
報が格納されたＵＩＭカード（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｙ　Ｍｏｄｕｌｅ　カード）１
７０が装着される。またこの携帯電話１６０はＧＰＳなどの測位手段（位置検出手段）が
内蔵されている。
【０００９】
電子カメラ１００により被写体となる人物を撮影すると、電子カメラ１００と被写体とな
る人物が所持している携帯電話１６０の交信により、被写体となる人物の個人情報が電子
カメラ１００に転送される。また電子カメラ１００は後述する方法で被写体となる人物の
撮影画面内での位置を検出し、該画面内位置情報と前記個人情報をセットにして、撮影し
た画像データとともに、画像ファイルとしてメモリーカードに記憶する。また電子カメラ
１００は前記画像ファイルを無線携帯電話回線１９０により無線基地局１２０を経由し、
有線または無線の一般公衆電話回線またはインターネット１３０をさらに経由して個人使
用のパソコン１４０や画像データベース１５０に転送する。
【００１０】
電子カメラ１００は液晶表示画面を備え、メモリカードに保存した画像ファイルを読み出
して前記液晶表示画面に再生表示することができる。さらに電子カメラ１００は前記無線
携帯電話回線１９０とインターネット１３０を介して、被写体の関連情報に基づき種々の
情報サーバーや情報サイトにアクセスし、被写体に関する詳細な情報を入手して、該情報
を前記液晶表示画面に再生表示することができる。
【００１１】
また個人用パソコン１４０はＣＲＴ表示画面を備え、画像データベース１５０に保存され
た画像ファイルを読み出し、前記ＣＲＴ表示画面に再生表示することができる。さらに個
人用パソコン１４０はインターネット１３０を介して、被写体の関連情報に基づき種々の
情報サーバーや情報サイトにアクセスし、被写体に関する詳細な情報を入手して、該情報
を前記ＣＲＴ表示画面に再生表示することができる。
【００１２】
図３、図４は、図２に示した電子カメラ１００の一実施形態の外観図（正面視および背面
視）である。図３に示すように電子カメラ１００の前面には被写体像を形成するための撮
影レンズ１０、撮影画面を確認するためのファインダ１１、撮影時に被写体を照明するた
めのストロボ１２、被写体の明るさを検知するための測光回路１３、電子カメラ１００を
手でホールドするためにカメラ本体から出っ張ったグリップ部１４が備えられ、上面には
撮影開始を指示するためのレリーズボタン１６、電子カメラ１００の電源のＯＮ／ＯＦＦ
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制御を行うための電源スイッチ１７（モーメンタリーなスイッチであり、操作毎にＯＮと
ＯＦＦが切り替わる）が備えられる。
【００１３】
図４に示すように、電子カメラ１００の背面にはファインダ１１の接眼部、テキストおよ
び画像表示用の略四角形の画面を備えた左ＬＣＤ（左画面）２１とテキスト表示用および
画像表示用の略四角形の画面を備えた右ＬＣＤ（右画面）２２が配置され、左ＬＣＤ２１
の左側近傍には左画面２１に表示される画像を切り換えるための上方向ボタン２３と下方
向ボタン２４、右ＬＣＤ２２と左ＬＣＤ２１の周辺には電子カメラ１００を撮影モードに
設定するための撮影モードボタン２５、再生モードに設定するための再生モードボタン２
６、情報表示モードに設定するための情報表示モードボタン２８、選択項目の決定のため
に用いられる決定ボタン２９が配置されている。側面にはメモリカード１０４を装着する
ためのメモリカードスロット３０が備えられる。
【００１４】
なおレリーズボタン１６、上方向ボタン２３、下方向ボタン２４、撮影モードボタン２５
、再生モードボタン２６、情報表示モードボタン２７、送信ボタン２８、決定ボタン２９
は全てユーザーによって操作される操作キーである。
なお左ＬＣＤ２１および右ＬＣＤ２２の表面上には、指の接触操作により指示された位置
に対応する位置データを出力する機能を備えたいわゆるタッチタブレット６６が配置され
、画面上に表示された選択項目や被写体の選択に用いることができる。このタッチタブレ
ット６６はガラス樹脂等の透明材料によって構成され、ユーザはタッチタブレット６６の
内側に形成される画像やテキストを、タッチタブレット６６を通して観察することができ
る。
【００１５】
図５は、図３および図４に示した電子カメラ１００の内部の電気構成例を示すブロック図
であって、各構成要素は各種情報データおよび制御データを伝送するためのデータ／制御
バス５１を介して互いに接続されている。
各構成要素は大きく以下の５つのブロックに分類される。画像データの撮影動作を実行す
る撮影制御回路６０を中心とするブロック、電子カメラ１００の近傍にある電子機器との
間で無線通信（ブルーツース等）により交信を行う無線通信回路７１と無線携帯電話回線
を用いて外部とデータの送受信を行う無線電話回路７２を中心とするブロック、画像ファ
イルを記憶・保存するメモリカード１０４のブロック、画像データおよびその関連情報の
表示を実行する画面制御回路９２を中心とするブロック、操作キー６５等のユーザーイン
ターフェースと各制御回路に対する統括制御を行うＣＰＵ５０を中心とするブロックであ
る。
【００１６】
ＣＰＵ５０（中央処理ユニット）は電子カメラ１００全体の制御を行う手段であって、操
作キー６５、タッチタブレット６６、各種検出回路７０、電源スイッチ１７、タイマ７４
、測光回路１３、ＧＰＳ回路６１、姿勢検出回路６２からの入力情報に応じて撮影制御回
路６０、無線通信回路７１、無線電話回路７２、画面制御回路９２、電源制御回路６４へ
の各種指示を行う。
【００１７】
録音回路８０はＣＰＵ５０の制御に基づき、撮影時に被写体の発する音声や撮影後に撮影
者が発するメモ用の音声を音声データとして録音するとともに、音声データは画像データ
とともに画像ファイルに格納される。音声再生回路８１はＣＰＵ５０の制御に基づき、画
像データ再生時に画像データとともに画像ファイルに格納されている音声データを再生し
たり、その他の音声データを再生する。
【００１８】
測光回路１３は被写体の輝度を測定し、その測定結果である測光データをＣＰＵ５０に出
力する。ＣＰＵ５０は測光データに応じて、ＣＣＤ５５の露光時間、感度をＣＣＤ駆動回
路５６により設定するとともに、該設定データに応じて撮影制御回路６０を介し絞り５３
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の絞り値を絞り制御回路５４により制御する。
【００１９】
ＣＰＵ５０は撮影モードではレリーズボタン１５の操作に応じて撮影制御回路６０を介し
撮影動作を制御する。またＣＰＵ５０は測光データに基づき被写体が暗い場合には、撮影
時にストロボ駆動回路７３を介しストロボ１２を発光させる。
【００２０】
ＧＰＳ回路６１（グローバルポジショニングシステム回路）は、地球の周りを周回してい
る複数の衛星からの情報を用いて電子カメラ１００の位置情報を検出し、画像撮影時に撮
影位置情報をＣＰＵ５０に供給する。姿勢検出回路６２は、電子カメラ１００の姿勢を検
出するために周知の姿勢センサ（ジャイロセンサ、方位センサ）などから構成され、カメ
ラの姿勢情報を検出し、画像撮影時に撮影姿勢情報をＣＰＵ５０に供給する。
【００２１】
タイマ７４は時計回路を内蔵し、現在の日時に対応する日時情報を検出し、撮影時に撮影
日時情報をＣＰＵ５０に供給する。ＣＰＵ５０は、ＲＯＭ６７（リードオンリメモリ）に
記憶されている制御プログラムに従い各部を制御する。ＥＥＰＲＯＭ６８（電気的消去書
き込み可能ＲＯＭ）は不揮発性のメモリであって、電子カメラ１００の動作に必要な設定
情報等を記憶している。ＣＰＵ５０は、電源スイッチ１７の操作状態を検知して、電源制
御回路６４を介して電源６３の制御を行う。
【００２２】
撮影制御回路６０は、レンズ駆動回路５２により撮影レンズ１０のフォーカシング、ズー
ミングを行い、絞り制御回路５４により絞り５３を制御してＣＣＤ５５の露光量をコント
ロールし、ＣＣＤ駆動回路５６によりＣＣＤ５５の動作を制御する。被写体からの光束は
撮影レンズ１０により光量調節のための絞り５３を介し、ＣＣＤ５５上に被写体像として
形成され、この被写体像はＣＣＤ５５により撮像される。複数の画素を備えたＣＣＤ５５
（チャージカップルドデバイス）は被写体像を撮像するための電荷蓄積型イメージセンサ
ーであり、ＣＣＤ５５上に形成された被写体像の強度に応じた電気的な画像信号をＣＣＤ
駆動回路５６により供給される駆動パルスに応じてアナログ処理部５７に出力する。なお
ＣＣＤ５５の有効画面サイズと撮影レンズ１０の焦点距離によって決まる画角内に入る被
写界が、撮影画面内に画像データとして撮影されることになる。
【００２３】
撮影制御回路６０は上述の動作を繰り返すとともに、画面制御回路９２は撮影バッファメ
モリ５９に順次格納されるデジタルデータをデータ／制御バス５１を介して読み出してフ
レームメモリ６９に一旦格納し、該デジタルデータを表示用画像データに変換してフレー
ムメモリ６９に再格納し、該表示用画像データを左画面２１に表示させるという動作を繰
り返す。また画面制御回路９２は必要に応じてテキスト表示情報をＣＰＵ５０から入手し
、表示用テキストデータに変換してフレームメモリ６９に格納し、該表示用テキストデー
タを左画面２１、右画面２２に表示させる。このようにして撮影モードにおいては、左画
面２１にＣＣＤ５０により撮像されている画像がリアルタイムに表示されるので、このス
ルー画面をモニター画面として使用して撮影のための構図設定を行うことが可能になる。
【００２４】
撮影制御回路６０は撮影バッファメモリ５９に格納したデジタルデータの高周波成分の度
合い解析して撮影レンズ１０の焦点調節状態を検出し、検出結果に応じてレンズ駆動回路
５２により撮影レンズ１０の焦点調節を行う。
撮影時に撮影制御回路６０はＣＰＵ５０から撮影指示を受けると、ＣＣＤ駆動回路５６を
介してＣＣＤ５５により被写体像を撮像させ、撮像により生成した画像信号をアナログ処
理部５７、Ａ／Ｄ変換回路５８を介して撮影バッファメモリ５９にデジタルデータ（生デ
ータ）として一旦格納する。撮影制御回路６０は撮影バッファメモリ５９に一旦格納した
デジタルデータを所定の記録フォーマット（ＪＰＥＧなど）に変換または圧縮して画像デ
ータを形成し、該画像データを撮影バッファメモリ５９に再格納する。
【００２５】
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ＣＰＵ５０は無線通信回路７１により被写体の所持している携帯電話等の電子機器と交信
し、被写体に関する関連情報を収集するとともに、電子機器の位置情報を入手する。また
ＣＰＵ５０は、ＧＰＳ回路６１から撮影位置情報と、姿勢検出回路６２から撮影姿勢情報
と、撮影制御回路６０から撮影レンズ１０の焦点距離情報を入手し、前記電子機器の位置
情報と撮影位置情報と撮影姿勢情報と焦点距離情報に基づき後述する方法で画面内の被写
体の位置を示す画面内位置情報を演算する。ＣＰＵ５０は、前記画像データと被写体に関
する関連情報と被写体の画面内位置情報を画像ファイルとしてメモリカード１０４に格納
する。
【００２６】
再生モードにおいては、画面制御回路９２はメモリカード１０４からＣＰＵ５０に指示さ
れた画像ファイルを読み出してフレームメモリ６９に一旦格納し、該画像データを表示用
画像データに変換してフレームメモリ６９に再格納し、該表示用画像データを左画面２１
に表示するとともに、ＣＰＵ５０の指示に従い、再生モードの説明等のテキストデータを
フレームメモリ６９に格納し、該テキストデータを右画面２２に表示する。再生モードに
おいて無線電話回路７２はＣＰＵ５０から送信指示を受けると、指定された画像ファイル
をメモリカード１０４から読み出して、該画像ファイルを外部に無線送信する。
【００２７】
情報表示モードにおいては、まずＣＰＵ５０は再生モードと同じように画面制御回路９２
により所定の画像データを左画面２１に再生表示させるとともに、被写体の画面内位置情
報に応じた位置に情報アイコンをスーパーインポーズ表示させる。また説明用のテキスト
データを右画面２２に表示させる。ＣＰＵ５０は情報表示モードにおいて前記情報アイコ
ンがタッチタブレット６６により選択されると、その画面内位置情報に関連付けられた被
写体関連情報に基づき無線電話回路７２によりインターネット上の情報源（ホームページ
など）にアクセスし、左画面２１にそのホームページの画面などを表示し、右画面２２に
は操作説明画面を表示する。
【００２８】
図６はメモリカード１０４内に格納される画像ファイルのデータ構成を示す。図６に示す
ようにメモリカード１０４には複数の画像ファイルが保存される。各画像ファイルは画像
データと付加情報データから構成される。付加情報データは、撮影時の各種設定を示す撮
影情報データ（図７）、撮影を行った日時を示す日時情報データ、撮影を行った位置を示
す位置情報データ、撮影を行った時のカメラの姿勢を示す姿勢情報データ、撮影時または
撮影後に録音した音声情報データ、撮影時または撮影後に入力された撮影に関する一般的
な情報を示す一般情報データ（図８）、撮影時または撮影後に入力された被写体に関連す
る情報を示す被写体情報データから構成される。
【００２９】
被写体情報データは、撮影された画面に移っている被写体（人物、建物、風景など）の関
連情報から構成される。例えば被写体が人物である場合にはその人の個人情報データ（図
９）と被写体が建物などの場合にはその建物に関する一般情報データとから構成される。
【００３０】
図７は撮影情報データの構成を示す図であって、撮影時の撮影レンズの設定やカメラの設
定に関する設定情報から構成される。
図８は一般情報データの構成を示す図であって、各情報に対応したその情報のインターネ
ットでのアクセスデータ（ホームページアドレスなど）とその情報コンテンツの内容を表
すデータとその情報の送信元の位置情報データから構成される。
【００３１】
図９は個人情報データの構成を示す図であって、該個人情報が画面内のどの被写体に対応
しているのかを示す画面内位置情報、該個人情報の送信元の電子機器の位置情報、その個
人のインターネットアクセス情報データ（ホームページのＵＲＬ等）、Ｅメールアドレス
、個人の氏名、生年月日、使用言語、身体的データ（視力、視度、利き手）、嗜好（色な
ど）、その他のデータから構成される。
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【００３２】
図１０は本発明による電子カメラ１００の実施形態の状態遷移図である。電子カメラの動
作モードには撮影モード、再生モード、情報表示モードの３つのモードがあり、３つの操
作ボタン（撮影モードボタン２５、再生モードボタン２６、情報表示モードボタン２７）
の操作により、各モード間を移行する。電源をＯＮすると、まず撮影モードに移行する。
撮影モードでは撮影動作、無線交信動作、画像ファイルの作成・記憶動作を実行する。再
生モードでは画像ファイルの再生動作と画像ファイルの外部への送信動作を行う。情報表
示モードでは画像データに対応した付加情報データに基づいてインターネットにアクセス
などして、画像データに関連する情報を収集して表示する。
【００３３】
図１１は上記実施形態における電子カメラ１００（ＣＰＵ５０）の動作のメインフローチ
ャートである。まずＳ１０により電源スイッチ１７を操作すると電源がＯＮとなり、Ｓ２
０で撮影モードサブルーチンを実行し撮影可能状態になる。撮影モード中にレリーズボタ
ン１６を操作すると、Ｓ３０のレリーズ割込み処理サブルーチンが実行され、撮影動作が
行われる。また撮影と同時にＳ３０のレリーズ割込み処理サブルーチンからＳ４０の無線
割込みサブルーチンが呼び出され、電子カメラの周囲に存在している電子機器と無線交信
を行い、被写体情報データや一般情報データを収集する。収集された被写体情報データ、
一般情報データは撮影情報データとともに付加情報データとして構成され、画像データと
いっしょに画像ファイルとしてメモリカード１０４に格納される。
【００３４】
また各動作モードにおいて３つの操作ボタン（撮影モードボタン２５、再生モードボタン
２６、情報表示モードボタン２７）を操作すると、Ｓ５０のモード切換割込み処理が起動
し、操作ボタンの種類に応じて各モードへの切換が行われる。
【００３５】
Ｓ６０の再生モードにおいては、メモリカード１０４に保存された画像ファイルを読み出
し、画像データを表示画面に再生表示するとともに、送信ボタン２８を操作すると、Ｓ７
０の送信割込み処理サブルーチンが実行され、再生モードで再生されている画像データを
含む画像ファイルが外部に送信される。
【００３６】
Ｓ８０の情報表示モードにおいては、後述するようにまず画像データを表示画面に再生表
示するとともに、表示画面上でタッチタブレット６６によりユーザに指定された位置に対
応する画面内位置情報を有する被写体情報そのものまたは該被写体情報に含まれるインタ
ーネットアクセス情報に基づいてインターネットにアクセスして収集した情報を表示画面
に表示する。
【００３７】
図１２は撮影モードサブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ２０で起動すると、
Ｓ２０１の処理を繰り返す。Ｓ２０１ではユーザが設定した撮影設定条件に基づき順次Ｃ
ＣＤ５５により生成される画像データを図１３に示すように左画面２１に表示し、そのと
きの撮影設定条件を右画面２２にテキスト表示する図１４はレリーズ割込み処理サブルー
チンの詳細フローチャートであって、Ｓ３０で起動すると、Ｓ３０１で撮影モードである
かチェックし、撮影モードでない場合はＳ３０５でリターンする。撮影モードの場合は、
Ｓ３０２でユーザに設定された撮影設定条件で撮像動作を実行し、画像データを生成し、
次に後述するＳ４０の無線交信処理サブルーチンを実行し、付加情報データを生成する。
Ｓ３０３では画像データと付加情報データをまとめて画像ファイルを生成し、メモリカー
ド１０４に保存する。Ｓ３０４では画像データを所定時間だけ画面に表示して、Ｓ３０５
でリターンする。なお画像データは所定の撮影画面サイズを有しており、撮影された被写
体は撮影構図に応じて、この撮影画面内のどこかの位置に配置されていることになる。
【００３８】
図１５は無線交信処理サブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ４０で起動すると
、Ｓ４０１で撮影モードであるかチェックし、撮影モードでない場合はＳ４０８でリター
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ンする。撮影モードの場合は、Ｓ４０２で無線通信手段７１により、電子カメラ１００の
周囲にある電子機器（被写体となる人物が所持している携帯電話や史跡近傍に固定設定さ
れており該史跡の観光情報を無線交信により送信可能な電子観光ガイド装置）に対して無
線交信を試みる。その際撮影レンズの焦点距離に応じて、無線交信の際の信号送信出力を
変更する。例えば焦点距離が長いほど被写体が遠距離に存在すると推測されるので、信号
送信出力レベルを大きくする。Ｓ４０３で交信が成立しなかった場合はＳ４０８でリター
ンする。交信が成立した場合は、Ｓ４０４で交信が成立した交信相手の電子機器より電子
機器の位置情報データと被写体情報データ（または一般情報データ）を無線交信により取
得する。Ｓ４０５では電子カメラ１００自身の位置情報をＧＰＳ回路６１から受け取ると
ともに、電子カメラ１００自身の姿勢情報を姿勢検出回路６２から受け取り、前記電子機
器の位置情報と電子カメラ１００の位置情報と電子カメラ１００の姿勢情報から後述する
ように、電子カメラ１００に対する被写体（電子機器）の位置を求める。Ｓ４０７では撮
影レンズ１０の焦点距離情報を撮影制御回路６０から受け取り、後述するように該焦点距
離情報と撮像素子の有効画面サイズから撮影時の画角を演算するとともに、前記電子カメ
ラ１００に対する被写体の位置情報に基づき、撮影した画面内での被写体の位置（画面内
位置情報データ）を生成し、Ｓ４０８でリターンする。
【００３９】
図１６は上記レリーズ割込み処理と無線交信処理の際の電子カメラと電子機器との間で行
われる無線交信動作を説明するためのシーケンス図であって、まず電子カメラ１００側で
レリーズ操作されると、それに応じて撮影動作が行われ、次に電子カメラ１００側から周
囲にある電子機器に対して▲１▼交信要求の無線交信が試みられる。▲１▼交信要求では
送信元を示す電子カメラ１００の識別情報も送信される。
【００４０】
この▲１▼交信要求を受信した電子機器は、これに応答してして電子カメラ１００に対し
▲２▼応答を行い、送信元の電子機器の識別情報と送信先の電子カメラ識別情報を送信す
る。
▲２▼応答を受信した電子カメラ１００は、電子機器の識別情報に基づいて交信相手を確
認するとともに、交信相手の電子機器を特定して関連情報を要求するために、▲３▼情報
要求を送信する。▲３▼情報要求では、送信先の電子機器の識別情報、送信元の電子カメ
ラ１００の識別情報、要求する情報の内容などが電子機器側に送信される。
【００４１】
▲３▼情報要求に含まれる電子機器の識別情報に対応する電子機器は、要求された関連情
報（位置情報、アクセス情報など）を電子カメラに▲４▼情報送信する。▲４▼情報送信
には、送信先の電子カメラ１００の識別情報、送信元を示す電子機器の識別情報、関連情
報が含まれる。
【００４２】
電子カメラ１００は電子機器からの▲４▼情報送信をうけとる。電子カメラ１００は▲１
▼交信要求に応答したすべての電子機器に対して順次▲３▼情報要求を行うとともに、該
電子機器からの▲４▼情報送信を受け取ると、無線交信を終了し、画像ファイルを生成し
て、該画像ファイルをメモリカード１０４に保存する。
【００４３】
図１７と図１８は被写体の画面内位置情報データの求め方の説明図である。被写体位置情
報データと撮影位置情報データは所定の基準原点を中心とした３次元座標系での位置座標
として与えられる。まず図１７に示すように前記基準座標系の原点を電子カメラ１００の
中心点３（撮影位置）に平行移動した座標系（軸Ｐ：カメラ光軸方向、軸Ｑ：カメラ横方
向、軸Ｒ：カメラ縦方向）に変換し、変換後の被写体２０３の位置座標を求める。
【００４４】
また図１８に示すように撮影レンズの焦点距離情報とＣＣＤ２０の有効画面サイズから撮
影光軸方向（Ｐ軸）に画角５（一点鎖線で示す）が算出される。次に原点３と被写体位置
２０３を結んだ直線の方向算出する。画角５と直線４の方向を比較することにより、被写
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体が画面内に入っているか否かや図１９に示すように被写体の画面内での位置（画面内位
置情報データ）を算出することができる。
【００４５】
図２０は操作ボタン（撮影モードボタン２５、再生モードボタン２６、情報表示モードボ
タン２７）の操作により起動するモード切換割込み処理サブルーチンの詳細フローチャー
トであって、Ｓ５０で起動すると、Ｓ５０１で操作されたボタンが撮影モードボタン２５
であるかチェックし、撮影モードボタン２５である場合にはＳ２０の撮影モードサブルー
チンに移行する。撮影モードボタン２５でない場合は、Ｓ５０１で操作されたボタンが再
生モードボタン２６であるかチェックし、再生モードボタン２６である場合にはＳ６０の
再生モードサブルーチンに移行する。再生モードボタン２６でない場合は、Ｓ８０の情報
表示モードサブルーチンに移行する。
【００４６】
図２１は再生モードサブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ６０で起動すると、
Ｓ６０１の処理を繰り返す。Ｓ６０１では方向ボタン２３，２４の操作に応じてメモリカ
ード１０４に格納された画像ファイル中の画像データを選択して読み出し、図２２に示す
ように左画面２１に再生表示するとともに、右画面２２に操作方法の説明を表示する。
【００４７】
図２３は送信割込み処理サブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ７０で起動する
と、Ｓ７０１で再生モードであるかチェックし、再生モードでない場合はＳ７０３でリタ
ーンする。再生モードの場合は、Ｓ７０２で図２４に示すように右画面２２に送信先を表
示する。送信先には現在左画面２１に再生表示されている画面内の被写体への送信先も含
まれる。ユーザにより送信先が指定されると、現在左画面２１に再生表示されている画像
データを含む画像ファイルをメモリカード１０４から読み出し、該画像ファイルをユーザ
により指定された送信先へ無線電話回路７２により送信し、Ｓ７０３でリターンする。
【００４８】
図２５は情報表示モードサブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ８０で起動する
と、まずＳ８０１で情報表示モードのホーム画面を表示する。ホーム画面では図２２に示
すように左画面２１に画像データを表示する。再生モードから情報表示モードに移行した
場合には、再生モードで左画面２１に再生表示されていた画像データをそのまま表示し、
撮影モードから情報表示モードに移行した場合には最後に撮影された画像ファイルの画像
データが表示される。また左画面２１には画像データに重畳（スーパーインポーズ）して
、付加情報データに含まれる画面内位置情報データに応じた位置に被写体情報を示すアイ
コン８２、８３が表示されるとともに、撮影位置情報データに応じて地図を表示するため
のアイコン８５と撮影日時情報データに応じて撮影日のニュースを表示するためのアイコ
ン８４と一般情報を表示するためのアイコン８６が表示される。右画面２２には左画面２
１に対する操作説明が表示される。
【００４９】
Ｓ８０２でユーザが左画面２１の所望のアイコンをタッチするとタッチタブレット６６に
よりユーザによりタッチされた画面上の位置が検出され、該タッチ位置に応じて以下のス
テップに分岐する。
図２６においてアイコン８５がタッチされた場合はＳ８０３に分岐し、無線電話回路７２
経由でインターネット上の地図データベースにアクセスし、ホーム画面に表示された画像
データの撮影位置情報に応じて撮影位置を含む地図データを地図データベースからダウン
ロードして図２７に示すように左画面２１に表示する。左画面２１には縮小アイコン８７
と拡大アイコン８８が地図画面に重畳されて表示され、ユーザがそれらをタッチすると、
タッチされたアイコン応じて地図画面が縮小または拡大される。右画面２２にはホーム画
面に表示されていた画像データがサムネイル画像（縮小画像）で表示され、このサムネイ
ル画像部分をユーザがタッチするとＳ８０１のホーム画面に戻る。
【００５０】
図２６においてアイコン８４がタッチされた場合はＳ８０４に分岐し、無線電話回路７２
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経由でインターネット上のニュースデータベースにアクセスし、ホーム画面に表示された
画像データの撮影日時情報に応じて撮影日時に発生したニュースデータをニュースデータ
ベースからダウンロードして図２８に示すように左画面２１に表示する。左画面２１には
ニュースリストと詳細アイコン８９が表示され、ユーザが詳細アイコンをタッチすると、
タッチされたニュースの詳細が更に左画面２１に表示される。右画面２２にはホーム画面
に表示されていた画像データがサムネイル画像（縮小画像）で表示され、このサムネイル
画像部分をユーザがタッチするとＳ８０１のホーム画面に戻る。
【００５１】
図２６においてアイコン８２またはアイコン８３がタッチされた場合はＳ８０５に分岐し
、アイコンが示す被写体情報に含まれるインターネットアクセス情報データに応じて無線
電話回路７２経由でインターネット上の被写体に関連する詳細な情報を蓄積した情報源（
ホームページやデータベース）にアクセスし、そのホームページのトップ画面を表示する
。例えばアイコン８２をタッチした場合には、図２９に示すように被写体となっている人
物のホームページのトップ画面が左画面２１に表示され、タッチタブレット６６の操作に
より更に下層の画面を表示したりや別のホームページにリンクしたりすることができる。
またアイコン８３をタッチした場合には、図３０に示すように、画面に写っている歴史的
建造物の解説画面が左画面２１に表示され、タッチタブレット６６の操作により更に詳細
な解説や画像を左画面２１に表示させることができる。右画面２２にはホーム画面に表示
されていた画像データがサムネイル画像（縮小画像）で表示され、このサムネイル画像部
分をユーザがタッチするとＳ８０１のホーム画面に戻る。
【００５２】
図３１は電子カメラ内の無線通信回路７１の構成を示す説明図であって、無線通信回路７
１は電磁シールドフィルム７９によりカメラ背面（撮影光軸方向と反対の方向＝撮影者の
方向）と下面と上面と左右の側面を囲まれている。したがって無線通信回路７１はカメラ
の撮影方向に位置する被写体の所持している携帯機器１６０との交信がし易く、確実に被
写体情報を収集できるとともに、撮影光軸方向にない被写体以外が所持している携帯機器
とは交信がし辛くなっているので、被写体以外の無駄な情報はなるべく収集しないように
できる。図３２は無線通信回路７１の交信の指向性を示した図であり、電子カメラ１００
の前面方向（光軸４０の方向）に強い指向性を持ち、背面方向の指向性は弱い。
【００５３】
上記のように図３１に示す構成により無線通信回路７１をカメラの撮影方向に強い指向性
を持たせることにより、被写体の所持する電子機器と交信できる確率を高めることができ
る。なお指向性の調整は電磁シールドフィルム以外に、アンテナの構成により調整するこ
とも可能である。
【００５４】
図１６の無線交信処理では撮影時に電子カメラ１００が周囲の電子機器と交信して被写体
情報を収集しているが、撮影前後に被写体側の電子機器側から撮影を行った電子カメラに
被写体情報を送信するようにしてもよい。例えば図３３に示すように被写体が所持する携
帯電話１６０には、ＵＩＭカード等の装着によって該携帯電話１６０を所持しているユー
ザの個人情報が記憶保存されている。携帯電話１６０は表示画面１６１と操作ボタン１６
２を備えている。被写体となる人物がその人の個人情報を電子カメラ側に送信する場合は
、まず携帯電話１６０の操作ボタン１６２を操作すると携帯電話１６０は個人情報送信モ
ードとなり、電子カメラに被写体情報を送信する。送信が終了すると図３４に表示画面１
６１に送信先の電子カメラと送信終了の旨を表示する。このようにすれば、被写体側で個
人情報の送信の可否を決定できるので、不用意に個人情報が流出することを防止できる。
【００５５】
図１８に示す被写体の画面内における位置の検出においては、ＧＰＳで検出した電子カメ
ラの位置情報と電子機器の位置情報を利用しているが、これ以外の方法で被写体の画面内
位置を検出してもよい。図３５は無線通信回路７１の交信用アンテナとして使用する狭指
向性無線アンテナ７５（その指向性４３は図３６に示すように一方向４２に極めて強い指
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向性を持っている）を用いて被写体の撮影画面内における位置を検出する場合の例である
。なおこのような小型の指向性アンテナの詳細な構成については特開２０００－２７８０
３７号公報などに開示されている。
【００５６】
電子カメラ１００には狭指向性無線アンテナ７５と該狭指向性無線アンテナ７５の方向を
機械的に走査駆動して変更する駆動部７６が内蔵されている。撮影時の無線交信処理の際
、ＣＰＵ５０は駆動部７６により該狭指向性無線アンテナ７５が撮影画面内を走査するよ
うに駆動しながら、無線通信回路７１により画面内の被写体と交信して被写体情報データ
を収集する。これにより狭指向性無線アンテナ７５の走査位置（＝画面内位置情報データ
）と被写体情報データとを対応付けることができる。
【００５７】
図３７は上記狭指向性無線アンテナ７５を用いた無線交信処理サブルーチンの詳細フロー
チャートであり、Ｓ４０で起動すると、Ｓ４１１で撮影モードであるかチェックし、撮影
モードでない場合はＳ４１９でリターンする。撮影モードの場合は、Ｓ４１２で上記狭指
向性無線アンテナ７５の走査位置を初期化する。なお画面サイズは撮影レンズの焦点距離
情報とＣＣＤの有効画面サイズにより決定される。Ｓ４１３で無線通信手段７１により、
電子カメラ１００の周囲にある電子機器（被写体となる人物が所持している携帯電話や史
跡近傍に固定設定されており該史跡の観光情報を無線交信により送信可能な電子観光ガイ
ド装置）に対して無線交信を試みる。Ｓ４１４で交信が成立しなかった場合はＳ４１７に
進む。交信が成立した場合は、Ｓ４１５で交信が成立した交信相手の電子機器より被写体
情報データを無線交信により取得する。Ｓ４１６では被写体情報データの画面内位置情報
を狭指向性無線アンテナ７５の走査位置情報とする。Ｓ４１７では狭指向性無線アンテナ
７５の走査位置を更新する。Ｓ４１８では狭指向性無線アンテナ７５の走査位置が終了位
置かどうかチェックし、終了位置でない場合はＳ４１３に戻り上記動作を繰り返すととも
に、終了位置であった場合はＳ４１９でリターンする。
【００５８】
図３８は情報表示モードにおけるホーム画面の表示例であって、左画面２１には図２６と
相違してアイコンが表示されない。ユーザが左画面に表示されている人物や建物をタッチ
するとタッチタブレット６６にてタッチ位置が検出され、タッチ位置に応じた画面内位置
情報データを持つ被写体情報が図３９に示すように右画面２２に表示される。また被写体
情報に対応した左画面２１上の被写体の位置に矢印マーク４４が表示される。このように
すれば左画面２１に再生表示される画像データを邪魔なアイコンなしで鑑賞できるととも
に、左画面２１で興味が沸いた被写体をタッチすれば、画像データを左画面２１に表示し
たまま、右画面２２で被写体情報を閲覧することができるとともに、被写体情報と画像上
の被写体との関係を確認することができる。またこのようにすれば情報表示モードと再生
モードを統合して、再生モードから直接被写体情報を表示することも可能になる。
【００５９】
また図４０に示すように画像解析により再生表示された被写体画像の輪郭を抽出し、該輪
郭の近傍の領域（図４０で人物４５の近傍の領域４６）をユーザがタッチした場合には該
領域４６に含まれる画面内位置情報データに対応する被写体情報を左画面２１に表示する
ようにしてもよい。このようにすれば被写体情報を電子カメラに送信した電子機器があっ
た位置以外の例えば顔部分をタッチした場合でも該人物の被写体情報を表示することがで
きる。
【００６０】
図４１は図２５で示した情報表示モードサブルーチンのＳ８０１とＳ８０２の間に新しい
処理を追加した場合の詳細フローチャートである。この新しい処理は、被写体情報を持た
ない画像ファイルに被写体情報を持つ類似した画像ファイルの被写体情報を移植する処理
である。
【００６１】
Ｓ８０１でホーム画面を表示した後、Ｓ８１１で左画面２１に再生表示された画像データ
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の画像解析を実行して主要被写体（人物、建物など画面中で比較的大きな面積を占める被
写体）を識別するとともに、Ｓ８１２で該主要被写体の領域に画面内位置情報データを持
つ被写体情報が存在するかチェックし、存在する場合にはＳ８０２に進む。存在しない場
合はＳ８１３にて再生表示されている画像データの撮影日時データと同じ撮影日時データ
を持つ画像ファイルをメモリカード１０４内で探索して抽出する。次に該画像ファイルの
画像データを画像解析して現在再生表示されている画像データ中の主要被写体と類似な被
写体を持つ画像データを更に抽出する。次に抽出された画像データの中の類似被写体に画
面内位置情報が付いているかチェックし、付いていた場合には該被写体情報を現在再生表
示されている画像データの主要被写体の被写体情報として、画像解析により特定された主
要被写体の画面内の位置に応じた画面内位置情報を付けて、現在再生表示されている画像
データの画像ファイルを更新する。
【００６２】
Ｓ８１４では現在再生表示されている画像データを含む画像ファイルから撮影位置情報デ
ータ、撮影姿勢情報データ、焦点距離情報データを読み出し、該情報データに応じてイン
ターネット上の地図データベースとＳ８１３の画像解析結果により主要被写体の特定を行
う。例えば山中湖付近から南方向に向かって撮影した画面に三角形の山らしき物体が写っ
ている場合には富士山であると特定する。主要被写体が特定された場合には、該主要被写
体名をキーワードにインターネットで検索し、その主要被写体の解説が載っているホーム
ページのアクセス情報を取得し、画像解析により判別した主要被写体の画面内の位置に応
じた画面内位置情報を付けて、現在再生表示されている画像データの画像ファイルを更新
する。
【００６３】
上記のように被写体情報を持たない画像ファイルに他の画像ファイルやインターネットか
ら被写体情報を移植した後にＳ８０２へ進む。このようにすれば撮影時に被写体情報を取
得できなかった場合（風景画像などで電子カメラ近傍に被写体情報を無線で供給する観光
ガイド装置なかった場合など）でも、画像データを情報表示モードで再生した場合に、被
写体に関する情報を表示することができる。なおＳ８１３で探索する画像ファイルの範囲
は同一の撮影日時に限定されることはない。例えば被写体情報を持たない画像ファイルの
前後に撮影した所定数の画像ファイルの中から探索するようにしてもよい。またＳ８１４
でカメラが撮影位置情報データ、撮影姿勢情報データ、焦点距離情報データから自動的に
被写体を特定し、特定した被写体の情報をインターネットからダウンロードしているが、
ユーザが画像データを閲覧して被写体を特定し、特定した被写体の情報を入力またはイン
ターネットからダウンロードし、該情報を画面上の被写体位置に貼り付けるようにして画
像ファイルを更新するようにしてもよい。
【００６４】
図４２は本発明を適用した電子カメラと該電子カメラを利用した電子画像通信システムの
別の概念図である。図２の電子画像通信システムにおいては、電子カメラ１００とユーザ
の所持する携帯電話１６０が近距離無線通信を行うことにより、携帯電話１６０に装着さ
れたＵＩＭカード１７０に記憶された個人情報データが電子カメラ１００に読み込まれる
ようになっているが、図４２の電子画像通信システムでは個人情報データを記憶した無線
タグ（非接触ＩＣカード）が非接触無線読み込み部を内蔵した電子カメラ１００に近接す
ると、個人情報データが無線タグから電子カメラ１００に自動的に読み込まれる。
【００６５】
上記のように図４２に示す電子画像通信システムにおいては、被写体は電源不要な小型の
無線タグ（非接触ＩＣカード）を保持しているだけで、電子カメラ１００と交信すること
ができる。
上記実施形態（図１、図１１）においては、画像データの撮影時に電子カメラと被写体の
所持している携帯機器の間で無線交信が行われ、電子カメラに被写体情報（位置情報を含
む）が自動的に転送されるので、被写体情報を取得するための特別な操作が不要になると
ともに、画像データを撮影した時点での被写体の位置情報を取得できるので、該位置情報
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を使って画面内位置情報データを求める場合に、画面上の実際の位置に正確に対応した位
置を求めることができる。なお被写体の位置情報の取得タイミングは、被写体撮影タイミ
ングの近傍のタイミング（１秒前後以内が望ましい）であれば、画面上の実際の位置に正
確に対応した位置を求めることができる。
【００６６】
上記実施形態（図１、図１１）においては、画像データを再生表示して閲覧している際に
興味を持った画面中に写っている被写体に関連する情報を、画面内位置情報に応じて画面
に表示されているアイコンや被写体をタッチするのみで簡便かつ迅速に閲覧することがで
きる。
【００６７】
上記実施形態（図１、図１５）においては、無線交信により被写体より被写体情報を取得
する際に近距離無線を用いているので、電子カメラの近傍に存在する被写体と交信できる
確率を高めるとともに、電子カメラから遠距離にある被写体とは無関係な電子機器を排除
できる。また撮影レンズの焦点距離に応じて無線交信の際の信号送信出力レベルを調整し
ているので、被写体と確実に無線交信を成立させることができるとともに、被写体以外と
は無線交信が成立する可能性を少なくすることができる。
【００６８】
上記実施形態（図２３）においては、再生モードで再生表示された画像データを該画像デ
ータの撮影時に取得された被写体情報データに含まれる転送先に送信することができるの
で、旅先などで偶然出会った人を撮影した際に相手の住所やｅメールアドレスなどを聞い
て控えておく必要なく、簡単に被写体となった人に画像データを送信することができる。
特に大勢の人の集合写真を撮った場合などに、画像データの送付の手間が省けて便利であ
る。
【００６９】
上記実施形態（図２７など）においては、情報表示モードでユーザに指定された被写体情
報を画面に表示する場合、元になる被写体が写った画像データを同時に表示（サムネイル
画像）しているので、画像データと被写体の関連を直感的に把握することができるととも
に、画像データをタッチタブレット６６により指定することによりホーム画面にすぐ戻る
ことができるので、画像データを中心とした被写体情報の閲覧を簡便に行うできる。
【００７０】
上記実施形態（図３１、図３２）においては、電磁シールドシートなどにより無線通信回
路７１の無線通信の指向性を電子装置本体に対して被写体が存在する確率の高い方向に制
限しているので、無線交信により被写体情報を取得する場合に、被写体と確実に無線交信
を成立させることができるとともに、被写体以外とは無線交信が成立する可能性を少なく
することができる。
【００７１】
上記実施形態（図３３、図３４）においては、被写体側の起動により被写体情報が電子カ
メラに送信されるようにしたので、必要に応じて個人情報などがむやみに外部に流出する
ことを防止できる。
上記実施形態（図３７）においては、狭指向性無線アンテナを用いて画面内を走査し、被
写体の画面内位置情報を収集するようにしたので、被写体側の電子機器やＧＰＳ等の特別
な測位手段を備える必要がなく、低コストにシステムを構成できる。
【００７２】
上記実施形態（図４１）においては、画像解析により被写体の画面内位置情報を検出する
とともに、類似画像ファイルから被写体情報をコピーするので、撮影時に被写体情報を取
れなかった被写体についても、閲覧時には被写体情報を参照することが可能になる。また
画像解析により被写体の画面内位置情報を検出するとともに、画像解析および位置情報な
どにより被写体を特定し、インターネットなどの情報源から特定された被写体に関する被
写体情報を収集するので、撮影時に被写体情報を取れなかった被写体についても、閲覧時
には被写体情報を参照することが可能になる。
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【００７３】
上記実施形態（図４２）においては、電子カメラが非接触ＩＣカード（無線タグ）の読み
取り回路を備え、被写体が所持している非接触ＩＣカード（無線タグ）から被写体情報を
非接触で読み取るようにしているので、被写体は軽量で小型で電源不要な非接触ＩＣカー
ドを保持しているのみで一切の操作を必要としない。
（変形形態の説明）本発明は以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や
変更が可能である。
【００７４】
上記実施形態（図１）においては無線（電波）により電子カメラと被写体の保持する電子
機器が交信を行うことで被写体情報の取得しているが、真の被写体以外の人が所持してい
る電子機器とむやみに交信を成立させないために、平均的な受信性能を電子機器が備えて
いることを想定し、無線送信信号の出力レベルを所定値以内に限定して交信可能な距離範
囲を制限しておくのが望ましい。電子カメラの使われ方や電子カメラと電子機器との間の
電波遮蔽物の有無や電子機器の受信機の性能などを考慮して前記距離範囲は決定されるが
、通常の撮影レンズの焦点距離においては１０ｍ程度以内がよい。
【００７５】
上記実施形態（図１）においては無線通信回路は例えばブルーツースのような近距離無線
により交信を行っているとしたが、ブルーツース以外でも無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．
１１）や赤外線通信（ＩｒＤＡ）により近距離無線交信を行うようにしてもよいし、複数
の近距離無線方式を同時に使用して交信を行っても良い。このようにすれば被写体が保持
している電子機器がどのような近距離無線機能を持っていっても、電子カメラ側と無線交
信を行うことができる。
【００７６】
上記実施形態（図１）においては無線（電波）により電子カメラと被写体の所持する電子
機器が交信を行うことで被写体情報の転送を行っているが、これ以外の方法で非接触方式
または接触方式で被写体情報の転送を行ってもいい。
上記実施形態（図５）においては撮影時に録音回路８０により音声を録音することができ
るが、撮影時に狭指向性マイクを使用して画面内の一部に存在する被写体の音声を録音す
るとともに、該録音データを被写体の画面内位置情報と関連つけて画像ファイルに記憶す
るとともに、情報表示モードにおいて再生表示された画面においてその被写体がタッチタ
ブレットなどにより指定された場合に該録音した音声を再生するようにしてもよい。また
複数の狭指向性マイクを備え、画面内の複数の被写体に対して同時に録音し、情報表示モ
ードにおいて再生表示された画面において各被写体がタッチタブレットなどにより指定さ
れた場合に各被写体に対応した音声を再生するようにしてもよい。
【００７７】
また撮影時または撮影タイミングとは無関係に被写体の所持しているマイク付き電子機器
や予め音声データで被写体に関する情報を記憶している電子機器から無線交信により被写
体の発する音声や被写体に関連する解説などを被写体音声情報として電子カメラに送り、
その被写体音声情報を画面内位置情報により撮影画面内の被写体の位置に関連付けて、被
写体を撮影した画像データに付加して保存しておいてもよい。情報表示モードにおいて該
画像データを再生して閲覧する際に、表示画面において各被写体がタッチタブレット等の
ポインティングデバイスにより指定された場合には、各被写体の位置に対応付けられて記
憶されていた被写体音声情報を音声再生する。このようにすれば視覚情報だけでなく音声
情報も利用して多角的に被写体の情報を閲覧者に提供することができる。
【００７８】
上記実施形態（図５）においてはタッチタブレット６６を左画面２１および右画面２２上
の位置を指定するのに使用しているが、これ以外のポインティングデバイスでもかまわな
い。例えばトラックボールやマウスを画面位置指定手段として使用できる。また電子ファ
インダ（小型の画面表示手段により表示され画面を光学系により拡大してユーザに観察さ
せるファインダ）を利用した場合には、ユーザの視線方向（視線位置、注視位置）を検出
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することにより、画面位置を指定することができる。またタッチタブレット６６を使用す
る際には、ユーザの指以外に位置指定専用の部材（ペン）を用いることにより、より正確
な位置を指定したり、画面を指で触れただけでむやみに被写体情報が表示されないように
してもよい。
【００７９】
上記実施形態（図９）においては無線（電波）により電子カメラと被写体の所持する電子
機器が交信を行うことで被写体情報の転送を行っているが、電子カメラに被写体情報を送
信した電子機器に電子カメラから被写体情報の受信通知を行い、被写体側の電子機器にお
いて被写体情報が転送された旨を表示してもいい。また電子機器は発音手段を用いて被写
体情報が転送された旨を被写体となる人物に報知してもよい。
【００８０】
このようにすれば、被写体側で被写体情報が転送された旨を認知できる。また音による報
知を行うことにより電子機器が表示手段を備えていない場合でも、被写体情報が転送され
た旨を認知できるとともに、電子機器を被写体の衣服のポケットの中などに入れたままで
も被写体となる人物はユーザは被写体情報が転送された旨を認知できる。
【００８１】
上記実施形態（図１１）においては、電子カメラにおいて撮影モード動作と再生モード動
作と情報表示モード動作を行っているが、電子カメラで撮影を行って画像データを生成し
、無線交信により被写体情報と画面内位置情報を収集して画像ファイルを作成し、この画
像ファイルをオンラインまたはオフラインで電子カメラ以外の画像表示装置に転送し、該
画像表示装置において再生モードおよび情報表示モードの動作を実行するようにしてもよ
い。
【００８２】
上記実施形態（図１１）においては、再生モードと情報表示モードを手動操作により切換
えているが、再生モードで再生した表示画面においてユーザが画面内の所定位置にある被
写体をタッチタブレットにより指定した場合に、該被写体に関連する被写体情報を表示す
るようにしてもよい。このようにすれば再生モードと情報表示モードを切換えるすること
なく、画像データを閲覧中に興味がわいた時点にすぐその被写体に関する情報を見ること
ができる。
【００８３】
上記実施形態（図１１）の再生モードと情報表示モードにおいては、撮影時に録音回路８
０により録音した音声データを画像データ再生時に、音声再生回路８１により再生するよ
うにしてもよい。また撮影日時データに基づきインターネット上の音楽データベースから
その当時流行していた音楽をダウンロードして、画像データ再生時にバックグラウンドミ
ュージックとして自動的に音楽再生するようにしてもよい。このようにすれば視覚的と同
時に聴覚的にも撮影当時のことを思い出し易くなり、画像閲覧を楽しむことができる。
【００８４】
上記実施形態（図１４）においては、電子カメラは撮影時に被写体と交信して収集した被
写体情報について撮影者に通知していないが、撮影した画像データとともに収集した被写
体情報のリストを表示するようにしてもよい。このようにすれば、撮影者は撮影時にどの
ような被写体情報が収集されたかを認知でき、不足している情報がある場合には必要に応
じて更なる情報収集の策を講じることができる。
【００８５】
上記実施形態（図１５）においては、電子カメラは撮影時に被写体情報収集のために電子
カメラの周囲にある電子機器と無線交信を試みるが、電子カメラの撮影者の所持している
電子機器とは予め無線交信を行わないように設定しておいてもよい。また撮影時に撮影者
の所持している電子機器と無線交信を行った場合には撮影情報データの一項目として撮影
者情報として記録しておいてもよい。
【００８６】
上記実施形態（図１５）においては、電子カメラは撮影時に被写体情情報収集のために電
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子カメラの周囲にある電子機器と無線交信を試みるが、この時無線交信（電波、赤外線）
の送信信号出力レベルを被写体距離に応じて変更（被写体距離が遠いほど出力レベルを大
きくする）するようにしてもよい。被写体距離は周知の距離検出装置により検出された距
離や手動で設定された撮影レンズの撮影距離を用いることができる。このようにすれば被
写体が保持する電子機器と高い確率で交信ができるとともに、被写体以外が保持する電子
機器と交信が成立する確率を少なくすることができる。
【００８７】
上記実施形態（図１６）においては、撮影時に電子カメラと被写体が保持している電子機
器の間で無線交信が行われ、自動的に被写体情報が電子カメラに転送されるようになって
いるが、電子機器が電子カメラから▲１▼交信要求または▲３▼情報要求を受信した時に
、電子機器が被写体に対して報知を行うとともに、被写体の指示にしたがってその後の交
信を継続するか否かを切替えるようにしてもよい。このようにすれば、被写体は必要に応
じて交信を拒否することができ、個人情報が必要以上に外部に流出することを防止できる
。
【００８８】
また電子機器が電子カメラから▲１▼交信要求または▲３▼情報要求を受信した時に、電
子機器はその交信要求を送信してきた電子カメラの識別番号を予め電子機器に登録されて
いる電子カメラの識別番号と比較し、登録されていない電子カメラの場合は、その後の交
信を行わないようにしてもよい。このようにすれば個人情報の流出範囲を自動的にコント
ロールすることができる。
【００８９】
上記実施形態（図１６）においては、撮影時に電子カメラと被写体が保持している電子機
器の間で無線交信が行われ、自動的に被写体情報が電子カメラに転送されるようになって
いるが、撮影時以外に電子カメラと被写体が保持している電子機器の間で無線交信が行わ
れ、自動的に被写体情報が電子カメラに転送されるようにしてもよい。このようにすれば
、同じ構図で何枚か撮影するような場合（露出ブラケット撮影など）には撮影の度に無線
交信を行う必要がなく、一連の撮影終了がすばやくできるとともに、撮影終了後などに自
動または手動による１回の無線交信で複数の画像データに対する被写体情報の収集ができ
る。
【００９０】
上記実施形態（図１６）においては、撮影時に常に電子カメラと被写体が保持している電
子機器の間で無線交信が行われ、自動的に被写体情報が電子カメラに転送されるようにな
っているが、無線交信のために撮影動作に遅延が生じてしまうような場合には、被写体情
報取得のための無線交信動作を禁止するようにしてもよい。例えば連続撮影（連写）を行
う場合には、無線交信を自動的に禁止するようにすれば、無線交信動作のために連続撮影
のコマ間が長くなってしまうことを防止できる。
【００９１】
上記実施形態（図１８）においては、被写体の画面内位置情報を電子カメラの姿勢情報と
ＧＰＳによる電子カメラと電子機器の測位情報とにより算出しているが、これ以外の方法
で被写体の画面内位置情報を検出してもよい。例えば電子カメラと被写体の保持する電子
機器が赤外線を用いて交信する場合には、電子カメラ側に備えた２次元赤外線撮像素子で
撮像した画像データから撮像素子上での受光位置を検出して電子機器の画面内の位置を特
定するようにしてもよい。また画面内位置情報だけを電子機器の発する赤外線点光源の位
置を２次元赤外線撮像素子で検出し、被写体情報の交信は無線通信（電波）を使用するよ
うにしてもよい。その場合電子機器が無線交信を行うタイミングで上記赤外線点光源を点
灯させる。
【００９２】
上記実施形態（図２５）においては、情報表示モードで画面上のユーザのタッチ位置に応
じた被写体情報をインターネットにアクセスして表示しているが、必ずしもインターネッ
トにアクセスする必要はなく、撮影時に収集した被写体情報で充分な場合は、該被写体情
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報のみを画面表示するようにしてもよい。このようにすれば被写体情報の表示の際、イン
ターネットにアクセスする必要がないので、迅速に被写体情報を表示させることができ、
閲覧の際に待たされるユーザのストレスを軽減することができる。
【００９３】
上記実施形態（図２６）においては、情報表示モードにおいて所定の撮影画面の大きさで
撮影された画像データを、表示画面の大きさに一致させて再生表示させ、ユーザにより指
定された表示画面上の位置に対応した被写体情報を表示画面に表示させているが、必ずし
も撮影画面と表示画面の大きさを一致させる必要はなく、表示画面上で撮影画面を拡大ま
たは縮小して表示させるようにしてもよい。また画像データを変形、回転等を行って表示
画面に表示させるようにしてもよい。このように撮影画面と表示画面が一致しない場合に
は、表示画面上で指定された位置を撮影画面上の位置に座標変換（拡大、縮小、シフト、
回転など）し、変換された位置座標に基づき被写体情報を表示する。このようにすれば、
撮影画面と表示画面の形状を合同にする必要がなくなり、種々の画像表示装置において情
報表示モードの使用が可能になるとともに、被写体が近接して混在している場合には、表
示画面を拡大してから所望の被写体を指定することができる。
【００９４】
上記実施形態（図２７）においては、電子カメラは２つの表示画面を備え、情報表示モー
ドにおいて一方の画面の被写体情報を表示するとともに、もう一方の画面に被写体を含む
画像データを表示（サムネイル画像）しているが、電子カメラが１つの画面しか備えてい
ない場合は、被写体情報を全画面で表示するとともに、その一部に被写体を含む画像デー
タを重畳表示してもよい。このようにすれば、表示画面が１つしかない場合でも被写体情
報とその元になる画像データを同時に閲覧できるので、被写体情報と画像データの関連を
直感的に捉えることができる。
【００９５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明による電子カメラおよび画像表示装置および画像表示方法に
おいては、画面内における被写体の位置に関連付けられた前記被写体の関連情報を電子画
像データに付加して記憶しておくとともに、前記電子画像データを再生表示した際には、
画面内の位置に応じて前記被写体の関連情報を表示するようにしたので、電子画像データ
を再生表示して閲覧している際に興味を持った画面中に写っている被写体に関連する情報
を、電子画像データの再生表示と連携して簡便かつ迅速に閲覧できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の概念を示す説明図である。
【図２】本発明の実施形態のシステム構成を示す説明図である。
【図３】本発明による電子カメラの外観図（正面視）である。
【図４】本発明による電子カメラの外観図（背面視）である。
【図５】本発明による電子カメラの電気構成を示すブロック図である。
【図６】メモリ内のデータの構成図である。
【図７】撮影情報データの構成図である。
【図８】一般情報データの構成図である。
【図９】個人情報データの構成図である。
【図１０】本発明による電子カメラの状態遷移図である。
【図１１】メインプログラムのフローチャートである。
【図１２】サブルーチンのフローチャートである。
【図１３】画面の表示例である。
【図１４】サブルーチンのフローチャートである。
【図１５】サブルーチンのフローチャートである。
【図１６】交信シーケンスの説明図である。
【図１７】位置情報検出の説明図である。
【図１８】位置情報検出の説明図である。
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【図１９】位置情報検出の説明図である。
【図２０】サブルーチンのフローチャートである。
【図２１】サブルーチンのフローチャートである。
【図２２】画面の表示例である。
【図２３】サブルーチンのフローチャートである。
【図２４】画面の表示例である。
【図２５】サブルーチンのフローチャートである。
【図２６】画面の表示例である。
【図２７】画面の表示例である。
【図２８】画面の表示例である。
【図２９】画面の表示例である。
【図３０】画面の表示例である。
【図３１】無線回路の構成の説明図である。
【図３２】交信指向性の説明図である。
【図３３】携帯電話の外観図である。
【図３４】画面の表示例である。
【図３５】画面内位置情報検出の説明図である。
【図３６】交信指向性の説明図である。
【図３７】サブルーチンのフローチャートである。
【図３８】画面の表示例である。
【図３９】画面の表示例である。
【図４０】被写体指定の説明図である。
【図４１】サブルーチンのフローチャートである。
【図４２】本発明の別実施形態のシステム構成を示す説明図である。
【符号の説明】
１０　撮影レンズ
１６　レリーズボタン
１７　電源スイッチ
１９　モードダイヤル
２１　左ＬＣＤ（左画面）
２２　右ＬＣＤ（右画面）
２３　上方向ボタン
２４　下方向ボタン
２５　撮影モードボタン
２６　再生モードボタン
２７　情報表示モードボタン
２８　送信ボタン
２９　決定ボタン
５０　ＣＰＵ
５１　データ／制御バス
５５　ＣＣＤ
６０　撮影制御回路
６３　電源
６６　タッチタブレット
７１　無線通信回路
７２　無線電話回路
１００　電子カメラ
１０４　メモリカード
１３０　インターネット
１６０　携帯電話
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１７０　ＵＩＭカード
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【図１】 【図２】



(25) JP 4158376 B2 2008.10.1

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(26) JP 4158376 B2 2008.10.1

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】



(27) JP 4158376 B2 2008.10.1
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【図３２】
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